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公益財団法人 わかやま地元力応援基金 定款 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人わかやま地元力

応援基金と称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を和歌山県和歌

山市に置く。 

 

（目的） 

第３条 この法人は、地域の発展や課題解決のため

の活動に取り組む主体と、そうした活動を支援する

主体との橋渡しをおこなうことで、様々な地域資源

の発掘と仲介を行い、地域社会を構成するあらゆる

主体が地域づくりに参画できる環境づくりを図るこ

とで、豊かな地域社会の創造ならびに発展に寄与す

ることを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

(1)公益活動を行う団体に仲介・提供するために、公

益活動に必要な資金等の資源を募り、確保する事業 

(2)公益活動を行う団体に対し、融資、助成、顕彰等

を行う事業 

(3)公益活動を支援するために、不動産等の資源を活

用する事業 

(4)公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資

源を提供する事業 

(5)公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコ

ンサルティング事業 

(6)公益活動に係る調査研究、情報収集及び情報発信

に関する事業 

(7)公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附

金付物品及び出版物等の販売 

(8)社会を構成する多様な主体が公益活動を支え、担

う仕組みの検討及び実施に係る事業 

(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

（機関の設置） 

第５条 この法人に、評議員、評議員会、理事、理

事会、監事を置く。 

 

（公告） 

第６条 この法人の公告は、電子公告により行う。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、官報

に掲載する方法により行う。 

 

 

第２章 財産及び会計 

 

（財産の拠出） 

第７条 設立者は、現金３００万円を、この法人の

設立に際して拠出する。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第８条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調

達及び設備投資の見込みを記載した書類については、

毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、

理事会の決議を経なければならない。 

 ２ 前項の書類については、主たる事務所に、当

該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲

覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第９条 この法人の事業報告及び決算については、

毎事業年度終了後３ヶ月以内に、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、

定時評議員会に提出し、第１号及び第２号の書類に

ついてはその内容を報告し、第３号から第６号まで

の書類については承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 正味財産増減計算書 

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細
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書 

(6) 財産目録 

 ２ 第１項の規定により報告又は承認された書類

の他、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、

個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供する

ものとする。 

(1) 監査報告 

(2) 評議員及び役員の名簿 

(3) 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載し

た書類 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれら

に関する数値のうち重要なものを記載した書類 

 ３ 定款については、主たる事務所に備え置き、

一般の供覧に供するものとする。 

 ４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞な

く、公告しなければならない。 

 

（事業年度） 

第１０条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に

始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第３章 評議員及び評議員会 

 

第１節 評議員 

 

（評議員） 

第１１条 この法人に、評議員３名以上１５名以内

を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第１２条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」

という。）の規定に従い、評議員会の決議によって行

う。 

 ２ 評議員を選任する場合は、次の各号の要件を

いずれも満たさなければならない。 

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評

議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超えない

ものであること。 

イ 当該評議員及び配偶者又は３親等以内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者 

ハ 当該評議員の使用人 

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評

議員から受ける金銭その他財産によって生計を維持

している者 

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であ

って、これらの者と生計を一にする者 

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイか

らニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3

分の１を超えないものであること。 

イ 理事 

ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人で

ない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ

っては、その代表者又は管理人）又は業務を執行す

る社員である者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及

び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独

立行政法人 

④ 国立大学法人第 2 条第１項に規定する大学共同

利用機関法人 

⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地

方独立行政法人 

⑥ 特殊法人又は認可法人 

 ３ 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監

事又は使用人を兼ねることができない。 

 

（任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。 

 ２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として

選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期

の満了する時までとする。 
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 ３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなく

なるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議

員としての権利義務を有する。 

 

（報酬等） 

第１４条 評議員は無報酬とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を

弁償することができる。 

 

第２節 評議員会 

 

（構成） 

第１５条 評議員会はすべての評議員をもって構成

する。 

 

（権限） 

第１６条 評議員会は、次の事項に限り決議するこ

とができる。 

(1) 評議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解

任 

(2) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの

付属明細書並びに財産目録の承認 

(3) 定款の変更 

(4) 事業の全部又は一部の譲渡 

(5) 残余財産の帰属先の決定 

(6) 基本財産の処分又は除外の承認 

(7) 役員の報酬等並びに費用に関する規程 

(8) その他評議員会で決議するものとして法令又は

この定款で定めた事項 

 

（開催） 

第１７条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３ヶ

月以内に開催する。 

 ２ 臨時評議員会は、必要があるときは、いつで

も開催することができる。 

 

（招集） 

第１８条 評議員会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

 ２ 評議員は理事長に対して、評議員会の目的で

ある事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集

を請求することができる。 

 ３ 前項による請求があったときは、理事長は遅

滞なく評議員会を招集しなければならない。 

 

（招集の通知） 

第１９条 理事長は、評議員会の開催日の７日前ま

でに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的で

ある事項を記載した書面又は電磁的方法により通知

を発しなければならない。 

 ２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意がある

ときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開

催することができる。 

 

（議長） 

第２０条 評議員会の議長は、評議員会において、

出席した評議員の中から選出する。 

 

（決議） 

第２１条 評議員会の決議は、決議について特別の

利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出

席し、出席した評議員の過半数をもって行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議

について特別の利害関係を有する評議員を除く評議

員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなけれ

ばならない。 

(1) 監事の解任 

(2) 定款の変更 

(3) 基本財産の処分又は除外の承認 

(4) その他法令で定めた事項 

 ３ 評議員、理事又は監事を選任する決議に際し

ては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければな

らない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が

第１１条、第２５条に定める定数を上回る場合には、

過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順

に定数に達するまでの者を選任することとする。 

 

（決議の省略） 

第２２条 理事が評議員会の目的である事項につき
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提案した場合において、当該提案につき評議員（当

該事項について議決に加わることができるものに限

る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員

会の決議があったものとみなす。この場合において

は、その手続を第１８条第１項の理事会において定

めるものとし、第２０条から前条までの規定は適用

しない。 

 

（議事録） 

第２３条 評議員会の議事については、法令で定め

るところにより議事録を作成する。 

 ２ 前項の議事録には、議長及びその評議員会に

おいて選任された議事録署名人３名以上が、記名押

印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省

略があった場合及び評議員会への報告の省略があっ

た場合はこの限りではなく、法令で定めるところに

よる。 

 ３ 第１項の規定により作成した議事録は、主た

る事務所に１０年間備え置かなければならない。 

 

（評議員会規則） 

第２４条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法

令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会にお

いて定める評議員会規則による。 

 

 

第４章 役員等及び理事会 

 

第１節 役員等 

 

（役員等） 

第２５条 この法人に次の役員を置く。 

   理事 ３名以上１５名以内 

   監事 ３名以内 

 ２ 理事のうち、３名以内を代表理事とする。 

 

 

（選任等） 

第２６条 理事及び監事は、評議員会において選任

する。 

 ２ 代表理事は、理事会において理事の中から選

定する。  

 ３ 理事会は、その決議によって前項で選定され

た代表理事より、理事長、副理事長、専務理事を選

定することができる。 

 ４ 監事は、この法人又はその子法人の理事若し

くは使用人を兼ねることができない。 

 ５ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶

者又は３親等内の親族その他特別の関係にあるもの

の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならな

い。監事についても、同様とする。 

 ６ 他の同一の団体の理事又は使用人である者そ

の他これに準ずる相互に密接な関係にある者として

法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数

の３分の１を超えてはならない。監事についても、

同様とする。 

 ７ 理事又は監事に異動があったときは、２週間

以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なく

その旨を行政庁に届け出なければならない。 

 

（理事の職務権限） 

第２７条 理事は、理事会を構成し、この定款に定

めるところにより、この法人の業務の執行を決定す

る。 

 ２ 理事長は、この法人を代表し、この法人の業

務を執行する。 

 ３ 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業

務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又

は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る

職務を代行する。 

 ４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、

この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理

事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が

欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行

する。 

 ５ 理事長、副理事長、専務理事は、毎事業年度

に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。 
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（監事の職務権限） 

第２８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法

令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

 ２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して

事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２９条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会

の終結のときまでとする。 

 ２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結のときまでとする。  

 ３ 前 2項の規定にかかわらず、任期の満了前に

退任した理事又は監事の補欠として選任された理事

又は監事の任期は前任者の任期の満了するときまで

とする。 

 ４ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

 ５ 理事又は監事は、第２５条に定める定数に足

りなくなるとき又は欠けたときは、辞任又は任期満

了により退任した後においても、それぞれ新たに選

任された理事又は監事が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。 

 

（役員の解任） 

第３０条 役員が次の一に該当するときは、評議員

会の決議によって、解任することができる。ただし、

監事を解任する場合は、議決に加わることができる

評議員の３分の２以上に当たる多数の決議に基づい

て行われなければならない。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、

又はこれに堪えないとき。 

 

（報酬等） 

第３１条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、

常勤の役員に対しては、評議員会において定める総

額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って

算定した額を報酬等として支給することができる。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には

費用を弁償することができる。 

 

（取引の制限） 

第３２条 理事が次に掲げる取引をしようとする場

合その取引について重要な事実を開示し、理事会の

承認を得なければならない。 

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の

部類に属する取引 

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 

(3) この法人がその理事の債務を保証すること、そ

の他理事以外の者との間におけるこの法人とその理

事との利益が相反する取引。 

 ２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な

事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 

 

（責任の免除又は限定） 

第３３条 この法人は、役員及び評議員の一般法人

法第１９８条において準用する同法第１１１条第１

項の賠償責任について、法令に定める要件に該当す

る場合には、理事会の決議によって、賠償責任額か

ら法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を

限度として、免除することができる。 

 

（顧問） 

第３４条 この法人に顧問を置くことができる。 

 ２ 顧問は、理事会において任期を定めた上で選

任する。 

 ３ 顧問は、この法人への助言や協力を行い、理

事長に対し、意見を述べることができる。 

 ４ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を

行うために要する費用を弁償することができる。 

 

第２節 理事会 

 

（設置） 

第３５条 この法人に理事会を設置する。 

 ２ 理事会は、すべての理事で組織する。 

 

（権限） 
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第３６条 理事会は、この定款に別に定めるものの

ほか、次の職務を行う。 

(1) 業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職 

(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項

の決定 

(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 

 ２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業

務執行の決定を、理事に委任することができない。 

(1) 重要な財産の処分及び譲受け 

(2) 多額の借財 

(3) 重要な使用人の選任及び解任 

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及

び廃止 

(5) 内部管理体制の整備 

(6) 第３３条第１項の責任の免除 

 

（開催） 

第３７条 通常理事会は、毎年定期に、年４回開催

する。 

 ２ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合

に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を

記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 前号の請求があった日から５日以内に、その日

から２週間以内の日を理事会の日とする理事会の招

集の通知が発せられない場合に、その請求をした理

事が招集したとき。 

(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があっ

たとき。 

(5) 前号の請求があった日から５日以内に、その請

求のあった日から２週間以内の日を理事会の日とす

る理事会の招集の通知が発せられない場合に、その

請求をした監事が招集したとき。 

 

（招集） 

第３８条 理事会は、理事長が招集する。ただし、

前条第２項第３号により理事が招集する場合及び同

項第５号により監事が招集する場合を除く。 

 ２ 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けた

ときは、理事会は理事が招集する。 

 ３ 理事長は、前条第２項第２号又は第４号に該

当する場合は、その請求があった日から５日以内に、

請求の日から２週間以内の日を理事会の日とする臨

時理事会を招集しなければならない。 

 ４ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をも

って、開催日の５日前までに、通知しなければなら

ない。 

 ５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員

の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理

事会を開催することができる。 

 

（議長） 

第３９条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは出席した理事の中から議長を互選する。 

 

（決議） 

第４０条 理事会の決議は、決議について特別の利

害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第４１条 理事が、理事会の決議の目的である事項

について提案した場合において、その提案について、

議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その

提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ

なす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限

りでない。 

 ２ 理事会の決議を省略したときは、決議があっ

たものとみなされた事項の内容、当該事項を提案し

た理事の氏名、決議があったものとみなされた日そ

の他法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録

しなければならない。 

 

（報告の省略） 
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第４２条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対

し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい

ては、その事項を理事会に報告することを要しない。

ただし、一般法人法第１９７条において準用する第

９１条第２項の規定による報告については、この限

りでない。 

 

（議事録） 

第４３条 理事会の議事については、法令で定める

ところにより、議事録を作成する。 

 ２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録

に記名押印する。ただし、代表理事の選定を行う理

事会については、他の出席した理事も記名押印する。

また、理事会の決議の省略があった場合及び理事会

への報告の省略があった場合はこの限りではなく、

法令で定めるところによる。 

 ３ 第１項の規定により作成した議事録は、主た

る事務所に１０年間備え置かなければならない。第

４１条第２項の規定により作成した理事会の決議の

省略の意思表示を記載した書面についても同様とす

る。 

 

（理事会運営規則） 

第４４条 理事会に関する事項は、法令又はこの定

款に定めるもののほか、理事会において定める理事

会規則による。 

 

 

第５章 定款の変更、合併及び解散 

 

（定款の変更） 

第４５条 この定款は、評議員会において、議決に

加わることのできる評議員の３分の２以上の決議に

よって変更することができる。 

 ２ この法人の目的及び評議員の選任及び解任の

方法についても同様とする。 

 

（合併等） 

第４６条 この法人は、評議員会において、議決に

加わることのできる評議員の３分の２以上に当たる

多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の

法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡を

することができる。 

 

（解散） 

第４７条 この法人は、基本財産の滅失その他の事

由によるこの法人の目的である事業の成功の不能そ

の他法令で定めた事由によって解散する。 

 

（残余財産の処分等） 

第４８条 この法人が清算する場合において有する

残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類

似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは

地方公共団体に贈与するものとする。 

 ２ この法人は、余剰金の分配を行わない。 

 

 

第６章 委員会 

 

第４９条 この法人の事業を推進するために必要あ

るときは、理事会はその決議により、委員会を設置

することができる。 

 ２ 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理

事会が選任する。 

 ３ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事

項は、理事会の決議により別に定める。 

 

 

第７章 事務局 

 

（設置等） 

第５０条 この法人の事務を処理するため、事務局

を設置する。 

 ２ 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。 

 ３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会

の承認を得て任免する。 

 ４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、

理事会の決議により別に定める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 
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第５１条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書

類を備えておかなければならない。 

(1) 定款 

(2) 評議員、理事、監事の名簿 

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類 

(5) 財産目録 

(6) 役員等の報酬規定 

(7) 事業計画書及び収支予算書 

(8) 事業報告書及び計算書類等 

(9) その他法令で定める帳簿及び書類 

 ２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、

法令の定めるところによる。 

 

 

第８章 附則 

 

（設立時評議員） 

第５２条 この法人の設立時評議員は、次のとおり

とする。 

 設立時評議員 足立基浩 井上禎 上野山栄作 

岡本瑞子 樫畑直尚 九鬼家隆 田中秀樹 

津村周 松下明 

 

（設立時役員等） 

第５３条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、

次のとおりとする。 

設立時理事 有井安仁 石橋幸四郎 川口充紀 

谷野裕一 筒井和男 藤戸佐千世 三木保人 

光吉直也 

設立時監事 秋岡安 志場久起 

 

（最初の事業計画等） 

第５４条 この法人の設立当初年度事業計画及び収

支予算は、第８条第１項の規定にかかわらず、設立

者の定めるところによる。 

 

（最初の事業年度） 

第５５条 この法人の最初の事業年度は、この法人

設立の日から平成２５年３月３１日までとする。 

 

（設立者の氏名及び住所） 

第５６条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりで

ある。 

 住所 和歌山市美園町五丁目６番１２号 

設立者氏名 権利能力なき社団 わかやま地元力

応援基金設立準備委員会 

 

（法令の準拠） 

第５７条 本定款に定めない事項は、すべて一般法

人法その他の法令に従う。 

 

附則 

１ この定款の変更は平成２５年１０月１０日から

施行する。 

 



貸借対照表 
2021年 3月31日現在

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

（単位：円）

科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金         3,209,496         3,995,784 △        786,288

前払費用             8,000                 0             8,000

流動資産合計         3,217,496         3,995,784 △        778,288

２．固定資産

(1) 基本財産

定期預金         3,000,000         3,000,000                 0

基本財産合計         3,000,000         3,000,000                 0

(2) 特定資産

特定資産         5,298,570                 0         5,298,570

代表口座           307,148                 0           307,148

子ども未来基金           149,002                 0           149,002

災害復興基金           520,484                 0           520,484

虹             3,734                 0             3,734

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ                 1                 0                 1

印南まちづくり         3,956,543                 0         3,956,543

南方熊楠           160,658                 0           160,658

ﾏｼﾞｶﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ             1,000                 0             1,000

和歌山ｽﾎﾟｰﾂ           200,000                 0           200,000

134子ども未来                 0           149,002 △        149,002

135災害復興                 0           520,484 △        520,484

137虹                 0             3,734 △          3,734

138ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄ                 0                 1 △              1

139印南まちづ                 0         2,616,215 △      2,616,215

140南方熊楠                 0            47,768 △         47,768

141ﾏｼﾞｶﾙﾐｭｰｼﾞｯ                 0             1,000 △          1,000

143ｽ和歌山ｽﾎﾟｰﾂ未来基金                 0            99,671 △         99,671

特定資産合計         5,298,570         3,437,875         1,860,695

固定資産合計         8,298,570         6,437,875         1,860,695

資産合計        11,516,066        10,433,659         1,082,407

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

短期借入金           235,987           235,987                 0

預り金             9,096                 0             9,096

流動負債合計           245,083           235,987             9,096

負債合計           245,083           235,987             9,096

Ⅲ  正味財産の部

１．指定正味財産

寄付金         8,298,570         7,197,672         1,100,898

指定正味財産合計         8,298,570         7,197,672         1,100,898

（うち特定資産への充当額）                 0( )         3,437,875( ) △      3,437,875( )

２．一般正味財産         2,972,413         3,000,000 △         27,587
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科 目 当年度 前年度 増 減

（うち基本財産への充当額）         3,000,000( )         3,000,000( )                 0( )

正味財産合計        11,270,983        10,197,672         1,073,311

負債及び正味財産合計        11,516,066        10,433,659         1,082,407

- 2 -



正味財産増減計算書
2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

（単位：円）

科 目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

基本財産運用益               301[ ]                 0[ ]               301[ ]

特定資産運用益                30[ ]                27[ ]                 3[ ]

事業収益           550,000[ ]                 0[ ]           550,000[ ]

民間助成金           550,000                 0           550,000

受取寄付金         4,711,992[ ]         6,967,020[ ] △      2,255,028[ ]

受取寄付金振替         4,711,992         6,967,020 △      2,255,028

雑収益                36[ ]               332[ ] △            296[ ]

受取利息                36               332 △            296

経常収益計         5,262,359         6,967,379 △      1,705,020

(2) 経常費用

事業費         4,486,966[ ]         6,538,219[ ] △      2,051,253[ ]

会議費            11,676            45,406 △         33,730

旅費交通費           117,290           515,390 △        398,100

通信運搬費           105,596           119,305 △         13,709

消耗品費           371,240           842,483 △        471,243

印刷製本費             3,010            94,051 △         91,041

資料図書費「             8,028            14,040 △          6,012

光熱水料費            12,988            13,191 △            203

賃借料           746,140           948,204 △        202,064

諸謝金            89,096                 0            89,096

支払助成金         3,009,012         3,899,402 △        890,390

雑費                 0            10,091 △         10,091

交際費             4,200            21,586 △         17,386

支払手数料             8,690            14,070 △          5,380

諸会費                 0             1,000 △          1,000

管理費           802,980[ ]           684,256[ ]           118,724[ ]

修繕費                 0             8,040 △          8,040

賃借料           164,560           165,592 △          1,032

租税公課                 0             2,150 △          2,150

委託費           520,000           400,000           120,000

支払手数料            68,420            58,474             9,946

諸会費            50,000            50,000                 0

経常費用計         5,289,946         7,222,475 △      1,932,529

評価損益等調整前当期経常増減額 △         27,587 △        255,096           227,509

評価損益等計                 0                 0                 0

当期経常増減額 △         27,587 △        255,096           227,509

２．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計                 0                 0                 0

(2) 経常外費用
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科 目 当年度 前年度 増 減

経常外費用計                 0                 0                 0

当期経常外増減額                 0                 0                 0

当期一般正味財産増減額 △         27,587 △        255,096           227,509

一般正味財産期首残高         3,000,000         3,255,096 △        255,096

一般正味財産期末残高         2,972,413         3,000,000 △         27,587

Ⅱ  指定正味財産増減の部

受取寄付金         5,812,890[ ]        10,000,000[ ] △      4,187,110[ ]

受取寄付金         5,812,890        10,000,000 △      4,187,110

一般正味財産への振替額 △      4,711,992[ ] △      6,967,020[ ]         2,255,028[ ]

一般財産へ振替 △      4,711,992 △      6,967,020         2,255,028

当期指定正味財産増減額         1,100,898         3,032,980 △      1,932,082

指定正味財産期首残高         7,197,672         4,164,692         3,032,980

指定正味財産期末残高         8,298,570         7,197,672         1,100,898

Ⅲ  正味財産期末残高        11,270,983        10,197,672         1,073,311
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